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上水ってどんな種類がある？

水道は、水道水の供給対象となる施設や受水槽の規模、またそれ以外でも、厚生労働省

の要領や各都道府県の条例等で規制を受ける水道等があります。 

答えは下記ＵＲＬからご覧いただけます。 

http://www.knights.jp/knightsreport/reports/KR09006.pdf 

平成 30 年 11 月 15 日に厚生労働省で開催された第 1 回水質基準逐次改正検討会において、  

水質基準等の見直し案の検討がされました。 

ここでは、農薬類において、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果が示され、 

現行評価値とは異なる評価値が得られたこと、また、代謝物、分解性、検出状況に関する知見を踏ま

え、見直案が提案されました。 

［対象農薬リスト掲載農薬類］ 

農薬名 現行評価値 (mg/L) 新評価値 (mg/L) ― 

カルバリル（NAC） 0.05 0.02 強化 

プロベナゾール 0.05 0.03 強化 

メタラキシル 0.06 0.2 緩和 

アミトラズ 0.006 代謝物の測定及び 

原体への合算の追加 オリサストロビン 0.1 

エディフェンホス 0.006  

除外農薬へ 

移行 
エトリジアゾール 0.004 

カルプロパミド 0.04 

メチルダイムロン 0.03 

［要検討農薬・その他農薬・除外農薬］ 

農薬名 現行評価値 (mg/L) 新評価値 (mg/L) ― 

MCPB 0.08 0.03 強化 

シペルメトリン 0.1 0.06 強化 

イプフェンカルバゾン     ― 0.002 要検討農薬に追加

イプロジオン 0.3 ・代謝物の測定及び原体への合算の追加 

・除外農薬から要検討農薬へ移行 

対象農薬リスト掲載農薬類については、パブリックコメント手続き、厚生科学審議会生活環境  

水道部会を経て見直しを行い、2019 年 4 月 1 日に施行する予定となりました。 

要検討農薬、その他農薬及び除外農薬については、厚生科学審議会生活環境水道部会における

審議をもって、見直しを行い、2019 年 4 月 1 日に施行する予定となりました。  

当社は水道法第 20 条に基づく厚生労働大臣登録の水質検査機関及び水道 GLP 並びに

ISO/IEC17025 認定試験所として、長年の水質検査の実績があります。お気軽に、お問合せください。 

資料 2018 年 11 月 15 日付 厚生労働省 

    2018 年度第 1 回水質基準逐次改正検討会資料  
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